
防災・減災及び経済成長に資する
社会資本整備の促進について

東広島市の現状と課題・取組状況

１-② 終末処理場の高度処理化について
（東広島浄化センター）

〇公共用水域の水質保全のため、令和4年度末に水処理施設等の増設が完了したが、今後も予想される大規模工場
からの高濃度排水を安定的に処理するため、引き続き既存水処理施設の改造（高度処理化）を行う。

■東広島浄化センターの処理場改造の概要 ■東広島浄化センターの流入量予測

■東広島浄化センターの処理場改造のスケジュール
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